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0 20 40 60 80 100

20歳未満
（N=99)

20歳代
（N=287)

30歳代
（N=446)

40歳代
（N=353)

50歳代
（N=561)

60歳代
（N=588)

70歳以上
（N=404)

3.0

1.7

2.5

4.0

4.3

7.5

9.7

35.4

26.5

28.5

32.3

36.0

34.0

34.4

40.4

55.4

54.0

47.9

42.6

43.5

31.7

13.1

12.2

10.1

9.9

9.1

4.6

2.5

6.1

3.5

3.6

4.0

5.5

8.2

17.1

2.0

0.7

1.3

2.0

2.5

2.2

4.7

かなり普及している

ある程度普及している あまり普及していない

まったく普及していない

どちらともいえない

無回答

(％)

８ さまざまな人権問題について 

 

問 29 あなたは、今の社会においてエイズやハンセン病等の特定の疾患に対する正しい知識は普及

していると思いますか。（あてはまるもの１つに○） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 特定の疾患に対する正しい知識の普及状況については、「あまり普及していない」（45.0％）が最

も高く、次いで「ある程度普及している」（32.4％）となっている。「普及している（「かなり普及し

ている」と「ある程度普及している」を合わせた層）」は 37.5％、「普及していない（「あまり普及し

ていない」と「まったく普及していない」を合わせた層）」は 52.8％となっており、普及していない

方が過半数を占めている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 特定の疾患に対する正しい知識の普及状況について、年代別でみると、20 歳代が最も低く年代が

あがるにつれて「かなり普及している」、「ある程度普及している」の割合が高くなる傾向にある。

【問 29 特定の疾患に対する正しい知識の普及状況】 

0 20 40 60 80 100

N=2,850 5.1 32.4 45.0 7.8 7.1 2.6

(％)

かなり普及している ある程度普及している

あまり普及していない まったく普及していない

どちらともいえない 無回答

【問 29 特定の疾患に対する正しい知識の普及状況（年代別）】 
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一方で、「あまり普及していない」の割合は、20 歳代と 30 歳代で過半数を超えている。「まったく普

及していない」は年代があがるにつれて低くなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 特定の疾患に対する正しい知識の普及状況について、最終学歴別でみると、「あまり普及していな

い」の割合が学歴に関わらず最も高く、次いで「ある程度普及している」となっている。「普及して

いない」は大学、大学院で 59.8％と最も高く、中学校などで 42.5％と最も低くなっており、高学歴

になるほど高くなっている。 

 

0 20 40 60 80 100

中学校など
(N=384)

高等学校など
(N=1,066)

短大、専門学校など
(N=559)

大学、大学院
(N=527)

4.7

5.6

3.4

5.5

33.9

31.9

33.6

31.7

36.2

46.4

48.1

50.7

6.3

7.3

8.8

9.1

15.9

6.1

4.7

1.9

3.1

2.6

1.4

1.1

かなり普及している

ある程度普及している あまり普及していない

まったく普及していない

どちらともいえない

無回答

(％)

【問 29 特定の疾患に対する正しい知識の普及状況（最終学歴別）】 
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病院で治療・入院を拒否されること

家族や親戚からつきあいを拒絶されること

結婚拒否や離婚をせまられること

住宅を容易に借りることができないこと

就職や仕事の内容、待遇で
不利な扱いを受けること

本人に無断で感染を他人に知らせること

メディアによって過度な報道をされること

悪い噂を流されたり差別的
な言動を受けること

その他

特にない

わからない

無回答

0 10 20 30 40 50

29.8

24.2

22.8

10.2

31.0

18.0

23.5

42.1

0.5

1.7

18.0

2.8

(3LA%)
N=2,850

問 30 あなたは、エイズ患者・HIV 感染者、ハンセン病回復者などの人権が尊重されていないと思

うのは、特にどのようなことですか。（３つまでに○） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エイズ患者・HIV 感染者、ハンセン病回復者などの人権が尊重されていないと思うことについて

は、「悪い噂を流されたり差別的な言動を受けること」（42.1％）が最も高く、次いで「就職や

仕事の内容、待遇で不利な扱いを受けること」（31.0％）、「病院で治療・入院を拒否されること」

（29.8％）となっている。 

 

 

 

【問 30 エイズ患者・HIV 感染者、ハンセン病回復者などの人権が尊重されていないと思うこ

と】 
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（上段：回答者数／下段：回答比率）(3LA%)
  

 
全
 
 
体

病
院
で
治
療
・
入
院
を
拒
否
さ
れ

る
こ
と

家
族
や
親
戚
か
ら
つ
き
あ
い
を
拒

絶
さ
れ
る
こ
と

結
婚
拒
否
や
離
婚
を
せ
ま
ら
れ
る

こ
と

住
宅
を
容
易
に
借
り
る
こ
と
が
で

き
な
い
こ
と

就
職
や
仕
事
の
内
容
、

待
遇
で
不

利
な
扱
い
を
受
け
る
こ
と

本
人
に
無
断
で
感
染
を
他
人
に
知

ら
せ
る
こ
と

メ
デ
ィ

ア
に
よ
っ

て
過
度
な
報
道

を
さ
れ
る
こ
と

悪
い
噂
を
流
さ
れ
た
り
差
別
的
な

言
動
を
受
け
る
こ
と

そ
の
他

特
に
な
い

わ
か
ら
な
い

無
回
答

2850 849 690 650 291 883 513 670 1200 14 49 512 81
100.0 29.8 24.2 22.8 10.2 31.0 18.0 23.5 42.1 0.5 1.7 18.0 2.8

99 26 27 25 8 31 17 18 59 - - 16 2
100.0 26.3 27.3 25.3 8.1 31.3 17.2 18.2 59.6 - - 16.2 2.0
287 85 63 67 35 103 69 67 159 1 2 37 3

100.0 29.6 22.0 23.3 12.2 35.9 24.0 23.3 55.4 0.3 0.7 12.9 1.0
446 136 93 88 47 135 100 104 225 4 3 77 6

100.0 30.5 20.9 19.7 10.5 30.3 22.4 23.3 50.4 0.9 0.7 17.3 1.3
353 123 71 82 32 103 67 94 175 2 4 54 8

100.0 34.8 20.1 23.2 9.1 29.2 19.0 26.6 49.6 0.6 1.1 15.3 2.3
561 180 141 118 51 183 93 136 221 1 11 113 13

100.0 32.1 25.1 21.0 9.1 32.6 16.6 24.2 39.4 0.2 2.0 20.1 2.3
588 171 166 140 68 186 90 145 210 2 14 108 16

100.0 29.1 28.2 23.8 11.6 31.6 15.3 24.7 35.7 0.3 2.4 18.4 2.7
404 99 97 107 41 105 62 79 115 4 12 89 22

100.0 24.5 24.0 26.5 10.1 26.0 15.3 19.6 28.5 1.0 3.0 22.0 5.4

20歳未満

20歳代

30歳代

  全  体

40歳代

50歳代

60歳代

70歳以上

【問 30 エイズ患者・HIV 感染者、ハンセン病回復者などの人権が尊重されていないと思うこと

（年代別）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エイズ患者・HIV 感染者、ハンセン病回復者などの人権が尊重されていないと思うことについて、

年代別でみると、「病院で治療・入院を拒否されること」では 40 歳代と 50 歳代、「家族や親戚

からつきあいを拒絶されること」では 20 歳未満と 60 歳代、「就職や仕事の内容、待遇で不利な

扱いを受けること」では 20 歳代、「悪い噂を流されたり差別的な言動を受けること」では 20 歳

未満～40 歳代で他の年代よりも割合が高くなっている。 
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（上段：回答者数／下段：回答比率）(3LA%)
  

 
全
 
 
体

病
院
で
治
療
・
入
院
を
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否
さ
れ

る
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と

家
族
や
親
戚
か
ら
つ
き
あ
い
を
拒

絶
さ
れ
る
こ
と

結
婚
拒
否
や
離
婚
を
せ
ま
ら
れ
る

こ
と

住
宅
を
容
易
に
借
り
る
こ
と
が
で

き
な
い
こ
と

就
職
や
仕
事
の
内
容
、

待
遇
で
不

利
な
扱
い
を
受
け
る
こ
と

本
人
に
無
断
で
感
染
を
他
人
に
知

ら
せ
る
こ
と

メ
デ
ィ

ア
に
よ
っ

て
過
度
な
報
道

を
さ
れ
る
こ
と

悪
い
噂
を
流
さ
れ
た
り
差
別
的
な

言
動
を
受
け
る
こ
と

そ
の
他

特
に
な
い

わ
か
ら
な
い

　
無
回
答

  2850    849    690    650    291    883    513    670   1200     14     49    512     81
 100.0   29.8   24.2   22.8   10.2   31.0   18.0   23.5   42.1    0.5    1.7   18.0    2.8
   384    121     99     82     41     88     70     69    132      1      9     83     14
 100.0   31.5   25.8   21.4   10.7   22.9   18.2   18.0   34.4    0.3    2.3   21.6    3.6
  1066    323    252    233    109    330    195    254    440      5     21    194     31
 100.0   30.3   23.6   21.9   10.2   31.0   18.3   23.8   41.3    0.5    2.0   18.2    2.9
   559    170    130    129     54    204    108    140    263      3      4     88      8
 100.0   30.4   23.3   23.1    9.7   36.5   19.3   25.0   47.0    0.5    0.7   15.7    1.4
   527    145    141    139     56    184     91    148    257      3      6     69      7
 100.0   27.5   26.8   26.4   10.6   34.9   17.3   28.1   48.8    0.6    1.1   13.1    1.3

大学、大学院

  全  体

中学校など

高等学校など

短大、専門学校など

【問 30 エイズ患者・HIV 感染者、ハンセン病回復者などの人権が尊重されていないと思うこと

（最終学歴別）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エイズ患者・HIV 感染者、ハンセン病回復者などの人権が尊重されていないと思うことについ

て、最終学歴別でみると、「結婚拒否や離婚をせまられること」、「メディアによって過度な報道

をされること」は高学歴ほど、「就職や仕事の内容、待遇で不利な扱いを受けること」と「悪い

噂を流されたり差別的な言動を受けること」では高等学校など以上で割合が高くなっている。 
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犯罪行為によって精神的なショッ
クを受けること

犯罪行為によって経済的な負担が
増え、生活が苦しくなること

事件のことに関して、うわさ話を
されること

警察に相談しても期待どおりの結
果が得られないこと

捜査や刑事裁判において精神的負
担を受けること

刑事裁判手続に必ずしも被害者の
声が十分反映されるわけではないこと

報道によってプライバシーに関す
ることが公表されたり、取材によ
って私生活の平穏が保てなくなること

その他

特にない

わからない

無回答

0 20 40 60

50.6

17.9

27.8

40.6

19.4

28.3

58.4

0.8

0.8

7.4

2.6

(3LA%)N=2,850

問 31 あなたは、犯罪被害者等に関し、現在、特にどのような人権問題が起きていると思いますか。

（３つまでに○） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 犯罪被害者等の人権問題については、「報道によってプライバシーに関することが公表されたり、

取材によって私生活の平穏が保てなくなること」（58.4％）が最も高く、次いで「犯罪行為によって

精神的なショックを受けること」（50.6％）、「警察に相談しても期待どおりの結果が得られないこと」

（40.6％）となっている。 

 

 

 

 

【問 31 犯罪被害者等の人権問題】 
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(上段：回答者数／下段：回答比率）（３LA%)
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、
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て
私
生
活
の
平
穏
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て
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く
な
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こ
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そ
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他

特
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な
い

わ
か
ら
な
い

 
無
回
答

2850 1441 509 791 1158 554 806 1665 24 24 212 74
100.0 50.6 17.9 27.8 40.6 19.4 28.3 58.4 0.8 0.8 7.4 2.6

99 49 15 34 43 14 26 52 - - 7 2
100.0 49.5 15.2 34.3 43.4 14.1 26.3 52.5 - - 7.1 2.0
287 161 40 81 129 61 91 186 3 - 7 2

100.0 56.1 13.9 28.2 44.9 21.3 31.7 64.8 1.0 - 2.4 0.7
446 253 65 125 203 103 143 283 8 - 15 5

100.0 56.7 14.6 28.0 45.5 23.1 32.1 63.5 1.8 - 3.4 1.1
353 206 67 118 127 83 81 225 4 2 19 6

100.0 58.4 19.0 33.4 36.0 23.5 22.9 63.7 1.1 0.6 5.4 1.7
561 280 91 163 220 129 147 362 4 5 44 11

100.0 49.9 16.2 29.1 39.2 23.0 26.2 64.5 0.7 0.9 7.8 2.0
588 280 127 145 239 108 187 314 2 6 58 15

100.0 47.6 21.6 24.7 40.6 18.4 31.8 53.4 0.3 1.0 9.9 2.6
404 169 82 88 155 40 101 191 2 10 52 22

100.0 41.8 20.3 21.8 38.4 9.9 25.0 47.3 0.5 2.5 12.9 5.4

40歳代

50歳代

60歳代

70歳以上

  全  体

20歳未満

20歳代

30歳代

（上段：回答者数／下段：回答比率）(3LA%)
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受
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と
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の
声
が
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さ
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な
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い

　
無
回
答

  2850   1441    509    791   1158    554    806   1665     24     24    212     74
 100.0   50.6   17.9   27.8   40.6   19.4   28.3   58.4    0.8    0.8    7.4    2.6
   384    164     87     99    145     53     87    181      -     10     62      9
 100.0   42.7   22.7   25.8   37.8   13.8   22.7   47.1      -    2.6   16.1    2.3
  1066    546    184    302    453    201    319    618      8      7     68     29
 100.0   51.2   17.3   28.3   42.5   18.9   29.9   58.0    0.8    0.7    6.4    2.7
   559    320     73    154    233    141    164    357      6      3     23      9
 100.0   57.2   13.1   27.5   41.7   25.2   29.3   63.9    1.1    0.5    4.1    1.6
   527    265    107    167    224    109    161    346      7      1     17      6
 100.0   50.3   20.3   31.7   42.5   20.7   30.6   65.7    1.3    0.2    3.2    1.1

大学、大学院

  全  体

中学校など

高等学校など

短大、専門学校など

【問 31 犯罪被害者等の人権問題（年代別）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 犯罪被害者等の人権問題について、年代別でみると、「犯罪行為によって精神的なショックを受け

ること」で 20 歳代～40 歳代、「捜査や刑事裁判において精神的負担を受けること」と「報道によっ

てプライバシーに関することが公表されたり、取材によって私生活の平穏が保てなくなること」が

20 歳代～50 歳代で他の年代よりも割合が高くなっている。 

 

【問 31 犯罪被害者等の人権問題（最終学歴別）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

犯罪被害者等の人権問題について、最終学歴別でみると、「報道や取材でプライバシー等が公表され
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私生活が平穏でなくなること」では高学歴ほど割合が高くなっている。「犯罪行為によって精神的な

ショックを受けること」では、中学校などで 42.7％、短大、専門学校などで 57.2％と約 15 ポイン

ト、「捜査や刑事裁判において精神的負担を受けること」では中学校などで 13.8％、短大、専門学校

などで 25.2％と約 11 ポイントの差が表れている。 

 




